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KAMA ちゃんの「廃棄物ひとくちコラム」 

処理委託業者への実地確認の実施について 

 

廃棄物処理法第１２条第７項では、産業廃棄物の処理を委託する場合には、

排出事業者に対し、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、最終処

分が終了するまでの一連の工程における処理が適正に行われるために必要な措

置を講ずるよう努めることを規定しています。つまり法では、処分委託契約書

に記載された最終処分（ここで言う最終処分とは、埋立処分のほか、再生等に

より非廃棄物化する処分を行うことを指す。）の業者、２次マニ、３次マ

ニ・・と繋がる先まで、排出事業者の目で確認するよう努力規定として求めて

います。 

一方、静岡県条例・静岡市及び浜松市条例では、義務規定として自らが交付

した管理票（１次マニ）に記載された処分施設までの実地確認を求めていま

す。また、レアなケースですが当該処分施設に到着するまでに、積替え保管施

設を経由するものについては、当該保管施設も実地確認先に含めています。 

このように法律と条例の比較では、実地確認先の範囲は、法の方が遥かに広

いのに対して条例では、１次マニの範囲に留まっていて狭いこと、法では努力

規定に留まっているところ、条例では義務化されていることが特徴として挙げ

られます。 

 

法・条例ともに実地確認規定は、平成２３年前後に制度化されており、１０

年以上が経過していますが、実施したことがない又は行ったときに何を見てき

たら良いかが判らないといった話をよく耳にします。そこで、今回はＱ＆Ａの

形式で実地確認のポイントを記載してみたいと思います。 

但し、他県の状況は把握していませんので、静岡県内の排出事業者に対する

回答としてお読みください。 

 

Ｑ１：委託量に関係なく、全ての排出事業者に義務が課されますか？ 

Ａ１：県条例、静岡市条例では委託量に関係なく義務規定を課しています。 

   浜松市条例では、年間発生量が１０トンに満たない排出事業者は実地確

認を免除しています。 



Ｑ２：優良認定を受けている業者への委託は、実地確認が免除されていると聞

きましたが？ 

Ａ２：条例制定時点では、免除規定はありませんでしたが、平成３０年頃に

県・市条例が改正され実地確認が免除されることになりました。 

    但し、全くノーチェックで良いということではなく、条例の解説で

は、インターネットを利用する方法により実地確認に代えることができ

ると記載されていますので、公開された優良認定業者の情報の確認は必

要です。 

 

Ｑ３： 処理委託先が遠方にある場合も実地確認は必要ですか？ 

Ａ３： 処理委託先が県外等の遠方である場合にも、免除規定はありませんの

で行う必要があります。 

 

Ｑ４：実地確認はいつ行えば良いのですか？ 

Ａ４：（１）新規に委託契約しようとする場合 

     契約締結の直前３箇月間を目途に実施する 

   （２）１年以上継続して委託しようとする場合 

     契約書が自動更新となっていても、毎年１回以上実施する 

 

Ｑ５：実地確認では、何を見てきたら良いのですか？ 

Ａ５：条例規定の趣旨は、排出事業者が委託先の処理状況を直接確認すること

でマニフェストによる処理状況の確認を補完し、適正処理をより確実な

ものにするためと記載されています。また、各条例ともチェックシート

例をホームページに公表していますので、それを活用すると良いでしょ

う。しばしば見掛けるケースとしては、施設入口にある掲示板の前で写

真を撮って終わりということがありますが、排出事業者責任の完遂とい

う目的で定められた規定ですので、施設稼働の状況や保管施設の管理状

況が大きなポイントになることをご承知おきください。ページの最後

に、静岡県が公表しているチェックシート例を掲載しておきます。 

 

Ｑ６：実地確認を実施するだけで良いのですか？ 

Ａ６：実地確認を行った場合は、その記録を作成し５年間保存する義務があり



ます。Ａ５で述べたチェックシートに記入し、それを保存するのが良い

でしょう。無論、電子データでの保存もＯＫです。 
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